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1. 報告期限等について

• 「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」（毎
年度提出）

＜提出期限＞ 加算等を取得する月の前々月の末日まで
※様式の改正等がある年度は、別途期限を指定します。

新規に加算を取得する場合または加算の区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制
等に関する届出書」を計画書に併せて提出してください。

• 「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」
（毎年度提出）

＜提出期限＞ 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

• 変更に係る届出書

申請に関係する介護サービス事業所等に増減（新規指定、廃止等の事由による。）があった場合等、要件に
該当する場合は、届出が必要になります。

＜提出＞ 随時



２．様式等の掲載先

長崎県ホームページURL

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/koreisha/shinsei-henkou/

※提出期限等のお知らせについても、このページで行いますのでご確認ください。



３．相談・援助について

（１）介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業

専門家（社会保険労務士）に介護事業所の処遇改善加算等取得のための相談ができます（無料3回まで） 。

＜対象＞

・加算未取得の事業所

・加算区分Ⅱ及びⅢを取得している事業所（上位加算への移行）

・介護職員等特定処遇改善加算の未取得事業所

＜問い合わせ＞

長崎県社会保険労務士会 電話095-821-4454

（２）雇用管理等に関する相談

雇用管理改善（処遇改善加算算定要件、書類整備などを含む）に係る課題整備について、社会保険労務
士・中小企業診断士・コンサルタントなどが相談に応じます。

＜対象＞

介護事業所の事業主や管理者

＜問い合わせ＞

介護労働安定センター 電話095-828-6549


